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 岡 経営労務事務所／経営労務協会（労働保険事務組合） 

事務所「ＮＥＷＳ」の発行にあたり…

昨今の労働社会諸法令は目まぐるしいほどの改正（改悪？）が行なわれており、会社経営

者様・従業員様とも戸惑われていることと思います。また、大多数の会社の業績低迷が続

くなか、特に人事管理、労務管理の重要性がなお一層問われています。こういった最近の

状況を踏まえて今般当事務所では会社経営者様・人事担当者様に必要な情報を伝達するも

のとして、事務所「ＮＥＷＳ」なるものを発行することにいたしました。事務所「ＮＥＷ

Ｓ」は、【人事】【総務】に関連する事項だけでなく、事務所で【よくある事例】等も取り

上げていきたいと考えています。発行は必要のある都度、不定期の予定です。第 1 号の今

回は、今春に国会で成立した「年金制度改革関連法の厚生年金について」です。今後の賃

金管理、人事管理の御参考となり得る部分もあろうかと思います。お届けした会社様のな

かには、全く関連の無い部分も中にはございますが、会社経営者・人事担当者の一般的な

知識として御容赦下さるようお願いします。

厚生年金保険法の改正 ～主な改正点～

標準報酬の上下限の改定

（平成 12 年 10 月実施） 
現行の厚生年金の標準報酬等級は 92000 円

から 590000 円までの 30 等級ですが、これ

を改定し、98000
．．．．．

円から 620000
．．．．．．

円までの

30 等級となります。月額給与が 605000 円

以上の方は新設される 620000 円の等級に

該当しますので、今秋より厚生年金保険料

が引き上げられます。

賞与を含めた総報酬制の導入

（平成 15 年 4 月実施） 

賞与等を含めた総報酬制が導入され、賞与
．．

からも同一保険料率で保険料が徴収
．．．．．．．．．．．．．．．．

されま

す。ただし、保険料率自体が現在より下が

りますので、現段階の試算では、年間賞与

が平均給与の 3.6 ヵ月分以上支給される人

（会社）は実質保険料負担が増加し、3.6
ヵ月未満の人（会社）は実質保険料負担が

軽減されます。

標準報酬の定時決定月の変更

（平成 15 年 4 月実施） 
現行制度では「5、6、7 月の 3 ヵ月」平均

給与額を標準報酬月額として算定し、その

年の10月から翌年9月まで適用しています

が、これを改定し、「4
．
、5

．
、6

．
月の 3 ヵ月」
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平均給与額を標準報酬月額として算定し、

その年の 9
．
月から翌年 8

．
月まで適用するよ

うになります。 
 
70 歳未満の在職者は厚生年金に加入 

（平成 14 年 4 月実施） 
現行制度では厚生年金は 65 歳で資格喪失

しますが、これを改定し、70
．．

歳未満の在職
．．．．．．

者は厚生年金に加入
．．．．．．．．．

するようになります。 
 
65 歳以上 70 歳未満の在職老齢年金制度 

（平成 14 年 4 月実施） 
前項目のように、65 歳以上 70 歳未満の在

職者は平成14年4月から厚生年金に加入す

るようになりますが、これに該当する 65 歳

以上 70 歳未満の在職者は厚生年金の一部

または全部が支給停止になるケースが新た

に生じます。具体的には、給与（標準報酬

月額）と老齢厚生年金の年金月額の合計が

370000 円を超える方は、370000 円を超え

る 2 分の 1 の額が支給停止されます。ただ

し、支給停止となる年金は厚生年金だけで

すので、国民年金部分の「老齢基礎年金」

は全額支給されます。また、この制度が適

用されるのは生年月日が昭和
．．

12
．．

年
．

4
．
月
．

2
．

日以後
．．．

の方ですので、これ以前の生年月日

の方は、厚生年金には加入するようになり

ますが年金は満額支給されます。 

 
例 厚生年金月額   100000 円 
  基礎年金月額     65000 円 
  給与（標準報酬） 300000 円 
の方の厚生年金支給停止額は 
（ 300000+100000-370000 ） × 1/2 ＝ 

15000 円となり、 
厚生年金は 100000-15000＝85000 円が支

給されます。 
基礎年金は 65000 円全額が支給されます。 
 
育児休業期間中の事業主負担分の保険料免

除        （平成 12 年 4 月実施） 
育児休業者の厚生年金保険料について、従

来の本人負担分に加え事業主負担分も免除

されることとなり、すでに平成 12 年 4 月か

ら実施されています。 
 
厚生年金支給開始年齢の段階的引き上げ 

（生年月日により段階的に実施） 
現行制度では、60 歳から「特別支給の老齢

厚生年金（定額部分と報酬比例部分）」が支

給されていますが、生年月日によって定額

部分・報酬比例部分を段階的に引き上げ、

最終的には生年月日が昭和 36 年 4 月 2 日

（女性は昭和 41 年 4 月 2 日）以降の方は、

65 歳からの年金支給開始となります。 
※次ページの図を御参照下さい。 

 
今後の発行…                               
今回は、今春に国会で可決された「年金改革法」の厚生年金に関する主な部分について取

り上げました。説明には一部省略をした箇所や難解な表現を避ける為に「法令」とは一部

異なる表現を用いましたが、不明な点等ございましたらどうぞお気軽にお問い合わせ下さ

い。なお、今回の「改正法」は、項目ごとに実施時期が異なっています。それぞれの改正

時には、別途御案内をいたします。 
今後の発行については、法令の改正のみにとらわれず、さまざまな情報をお届けしたいと

思っております。次号は「雇用保険法の一部変更とそれに伴う従業員と会社の諸問題につ

いて」を予定しています。



年齢別年金支給早見表 
 
※図は男性の場合です。女性は、5 年遅れて実施されます。 
     は特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分 
     は特別支給の老齢厚生年金の定額部分 
     は報酬比例部分のみの別個の年金 
 
生年月日 
S16.4.1 以前  60 歳              65 歳 

老齢厚生年金 
老齢基礎年金 

S16.4.2~S18.4.1.   61 歳 
 老齢厚生年金 
 老齢基礎年金 

S18.4.2~S20.4.1.      62 歳 
老齢厚生年金 
老齢基礎年金 

S20.4.2~S22.4.1.         63 歳 
老齢厚生年金 
老齢基礎年金 

S22.4.2~S24.4.1.             64 歳 
老齢厚生年金 
老齢基礎年金 

S24.4.2~S28.4.1. 60 歳              65 歳 
老齢厚生年金 
老齢基礎年金 

S28.4.2~S30.4.1.   61 歳 
 老齢厚生年金 
 老齢基礎年金 

S30.4.2~S32.4.1.      62 歳 
老齢厚生年金 
老齢基礎年金 

S32.4.2~S34.4.1.         63 歳 
老齢厚生年金 
老齢基礎年金 

S34.4.2~S36.4.1.             64 歳 
老齢厚生年金 
老齢基礎年金 

S36.4.2.以降                  65 歳 
老齢厚生年金 
老齢基礎年金 

 


